


一人ひとりの人権が尊重される社会の実現は、

私たち共通の目標です。

年 昭和 年 の「世界人権宣言」

以来、国際連合を中心に、人権が尊重される社

会の確立に向けたさまざまな取組みが進められ

てきました。

我が国においても、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下、人

権に関する制度の整備や条約の批准など、人権に関する諸施策が推進されています。

本県では、 年 平成 年 に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律」に基づき、 年 平成 年 に本県の人権教育・啓発の基本的方向を示す

「福岡県人権教育・啓発基本指針」を策定し、本県の実情に即した人権教育・啓発に関す

る施策を推進してきたところです。

しかしながら、学校、地域、家庭、職場など社会生活のさまざまな場面で、同和問題を

はじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人などに対する偏見や差別が見られます。

また、情報化や国際化が進む中、インターネット上の人権侵害や性的少数者の人権問

題が新たに顕在化するなど、人権を取り巻く状況は大きく変化しています。

このような社会状況の変化や県民意識の調査結果を踏まえ、このたび、基本指針を改

定しました。

この基本指針に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、差別のない心豊かな社会を実

現するため、より一層、人権教育・啓発の推進に努めてまいります。

基本指針の改定に当たり、熱心にご議論いただきました福岡県人権施策推進懇話会の

皆さま、ご意見をお寄せいただいた県民の皆さまをはじめ、ご協力いただきました多く

の方々に心から感謝申し上げます。

平成 年３月

基本指針の改定に当たって
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